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第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、彦根総合地方卸売市場株式会社（以下「開設者」という。）が開設

する彦根総合地方卸売市場（以下「市場」という。）に係る卸売市場法（昭和４６年法

律第３５号。以下「法」という。）第１３条第４項に規定する事項および施設の使用、

監督、処分等について定め、市場の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食

料品等の取引の適正化とその生産および流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に

資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（市場の名称と位置） 

第３条 市場の名称と位置は、次のとおりとする。 

名称 彦根総合地方卸売市場 

位置 彦根市安食中町３２７番地 

 （取扱品目） 

第４条 市場の取扱品目は、次に掲げる生鮮食料品等とする。 

（１）野菜,果実およびこれらの加工品 

（２）生鮮水産物およびその加工品 

 （開場の期日） 

第５条 市場は、次の各号に掲げる日（以下「休日」という。）を除き毎日開場するもの

とする。 

（１）日曜日（１月５日および１２月２７日から１２月３０日までの日曜日を除く。） 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）１月２日から１月４日までおよび１２月３１日 

２ 開設者は、特に必要があると認めるときは、休日に開場し、または休日以外の日に開

場しないことができる。ただし、開場の期日を変更するときは関係者に周知するととも

に、その旨市場内に掲示するものとする。 

第２章 市場関係事業者 

    第１節 卸売業者 

（卸売業務の承認） 

第６条 市場の卸売業者として、卸売業務を行おうとする者は、別に定めるところにより

開設者の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、第４条各号に掲げる取扱品目ごとに行う。 

 （卸売業者の数） 

第７条 卸売業者の数は、取扱品目ごとに、次に掲げるとおりとする。 

野菜、果実およびこれらの加工品  １ 



 生鮮水産物およびその加工品   １ 

 （保証金の預託） 

第８条 卸売業者は、開設者から卸売の業務の承認を受けた日から起算して３０日以内

に、保証金を開設者に預託しなければならない。 

２ 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。 

 （保証金の額） 

第９条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、１，２００，０００円以上１５，０００，

０００円以下の金額の範囲内で開設者が別に定める。 

 （保証金の追加預託） 

第１０条 保証金について差押え、仮差押えまたは仮処分命令の送達があったとき、国税滞

納処分またはその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたと

き、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、開設者の指定する期間内に処分

された金額または不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後そ

の預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。 

 （保証金の充当） 

第１１条  開設者は、卸売業者が市場施設使用料その他市場に関して開設者に納付すべき金

額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。 

 （保証金の返還） 

第１２条 開設者は、卸売業者がその資格を失った日から起算して６０日を経過した後でな

ければ保証金を返還しない。 

２ 前項の規定により返還する保証金には、利息を付さない。 

 （卸売業務の承認の取消し） 

第１３条 開設者は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消す

ことができる。 

（１）承認申請が、偽りその他不正手段によるものと判明したとき。 

（２）開設者と卸売業者との間で締結した賃貸借契約（第４３条で規定する賃貸借契

約をいう。以下同じ。）に違反したとき。 

 （３）卸売の業務を遂行するために必要な資力信用を有しなくなったと認められると

き。 

 （４）第１５条に規定にされている卸売業務廃止の届出をしたとき。 

（事業報告書の作成と閲覧） 

第１４条 卸売業者は、事業年度ごとに卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令第５２

号。以下「法施行規則」という。）第２１条第１項の規定に定めるところにより事業報

告書を作成し当該事業年度経過後９０日以内に開設者に提出しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸 



借対照表および損益計算書に該当する部分の写しを作成し、１年間主たる事務所に備え

て置かなければならない。 

３ 卸売業者は、前項の貸借対照表および損益計算書に該当する部分の写しについて閲覧

の申し出があった場合には、法施行規則第２１条第４項の規定に定める正当な理由があ

る場合を除き、これを閲覧させなければならない。 

 （卸売業務廃止の届出） 

第１５条 卸売業者が、第６条の承認に係る卸売の業務を廃止しようとするときは、別に定

めるところにより開設者に届け出なければならない。 

第２節 買受人 

 （買受人の届出等） 

第１６条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者は、別に定めるところにより

開設者にその旨届け出なければならない。 

２ 第 1 項の届出をし、別に定めるところにより買受人名簿に登載された者（以下「買

受人」という。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅延なくその旨を開設

者に届け出なければならない。 

（１）氏名、名称または商号を変更したとき。 

（２）住所または本店の所在地を変更したとき。 

（３）卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。 

３ 買受人が死亡または解散したときは、当該買受人の相続人または清算人は、遅滞なく

その旨開設者に届け出なければならない。 

４ 第１項の買受人の届出の有効期間は、受理の日から起算して３年とし、別に定めると

ころにより更新するものとする。 

５ 第４項の規定による買受人の届出の更新の有効期間は、３年とし、それ以降の更新の

有効期間も同様とする。 

（買受人名簿からの消除） 

第１７条 開設者は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、買受人名簿から消除

することができる。 

 （１）買受人の届出が、偽りその他不正手段によるものと判明したとき。 

 （２）卸売業者との間で締結した取引契約に違反し、卸売業者からその旨連絡があった

とき。 

 （３）買受人が卸売を受けるために必要な資力信用を有しなくなったと卸売業者から連

絡があったとき。 

 （４）別に定めるところにより買受人の廃止の届出をしたとき。 

 （５）第１６条第４項の規定による買受人の届出の更新ができないとき。 

 （買受人の保証金の寄託） 

第１８条 買受人は、卸売業者の求めにより保証金を寄託しなければならない。 



２ 買受人は、前項の預託金の寄託を行うまで卸売業者が行う卸売を受けることができな

い。 

第３節 関連事業者 

（関連事業者の承認） 

第１９条 市場において、出荷者、買受人その他市場の利用者に便益を提供するため市場内

の店舗、その他の施設において営業しようとする者は、別に定めるところにより開設者

の承認を受けなければならない。 

（関連事業者の保証金） 

第２０条 前条の承認を受けた者（以下「関連事業者」という。）は、その承認を受けた日

から起算して３０日以内に、保証金を開設者に預託しなければならない。 

２ 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、業務を開始してはならない。 

３ 第１項の保証金の額は、関連事業者に係る市場施設使用料月額の１２月分に相当する

額の範囲内で、開設者が別に定める。 

４ 第１０条から第１２条までの規定は、関連事業者の預託した保証金について準用す

る。 

（関連事業者の承認の取消し） 

第２１条 開設者は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り

消すことができる。 

 （１）関連事業者の承認申請が、偽りその他不正手段によるものと判明したとき。 

 （２）第４１条の規定により指定を受けた市場施設の使用条件に違反したとき。 

 （３）開設者と関連事業者で締結した賃貸借契約に違反したとき。 

（４）関連事業者として営業するために必要な資力信用を有しなくなったと認められる

とき。 

（５）別に定めるところにより関連事業者の廃止の届出をしたとき。 

（関連事業者への助言等） 

第２２条 開設者は、第２項の報告に基づき関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため

特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務について必要な限度にお

いて助言をすることができる。 

２ 関連事業者は、別に定めるところにより、毎年４月１日から翌年３月３１日までの間

における業務の内容について、その期間の末日から起算して９０日を経過する日までに

開設者に報告しなければならない。 

（関連事業者の名称変更等の届出） 

第２３条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を開設者 

に届け出なければならない。 

（１）関連事業を開始し、休止し、または再開したとき。 

（２）氏名もしくは名称または商号を変更したとき。 



（３）住所または本店の所在地を変更したとき。 

（４）関連事業を廃止したとき。 

２ 関連事業者が死亡または解散したときは、当該関連事業者の相続人または清算人は、

遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。 

第３章 卸売市場の業務の方法 

第 1 節 開設者の業務の方法 

 （開設者の差別的取扱いの禁止） 

第２４条  開設者は、市場の業務の運営に関し、卸売業者その他の卸売市場において売買取

引を行う者（以下「取引参加者」という。）に対して、不当に差別的な取扱いをしては

ならない。 

（開設者による売買取引の結果等の公表） 

第２５条  開設者は、市場における取扱品目に属する生鮮食料品等について、法施行規則第

１８条の規定に定めるところによりその日の主要な品目の卸売予定数量ならびにその日

の主要な品目の卸売数量および価格その他の事項をインターネットの利用その他の適切

な方法により公表しなければならない。 

 （開設者による売買取引の方法および決済の方法の公表） 

第２６条 開設者は、第２９条において規定される売買取引の方法ならびに第３２条におい

て規定される売買仕切金、買付集荷の決裁の方法および第３５条において規定される売

買代金の支払期日、支払方法その他決済の方法について、法施行規則第１９条の規定に

よるインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

（開設者による食品等持続的供給法に係る公表） 

第２６条の２ 開設者は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲

げる事項を公表しなければならない。 

（１）取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品事業者による事業活

動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成３年法律第５９号)（以下

「食品等持続的供給法」という。）第４２条第１項に規定する指定飲食料品等（市

場での取扱予定のないものは、除く。） 

 （２）第１号に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１

項第１号に規定する指標 

（３）食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容 

 （開設者による市場の運営状況の報告） 

第２７条 開設者は、法施行規則第３０条の規定に定めるところにより、滋賀県知事に市場

の運営状況の報告をしなければならない。 

第２節 売買取引および決済の遵守事項 

（売買取引の原則） 

第２８条  取引参加者は、市場における売買取引を公正かつ効率的に行わなくてはならな 



い。 

（売買取引の方法） 

第２９条 市場における卸売は、せり売もしくは入札の方法または相対取引によるものとす

る。 

（卸売業者の差別的取扱いの禁止） 

第３０条  卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者または買受人に対して、不

当に差別的な取扱いをしてはならない。 

（卸売業者による売買取引の条件の公表） 

第３１条  卸売業者は、法施行規則第２０条の規定に定めるところにより、その取扱品目そ

の他売買取引の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表し 

なければならない。 

（仕切り等） 

第３２条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日

の翌日（売買仕切書の送付について委託者との特約がある場合には、その期日）まで

に、当該卸売をした生鮮食料品等の品目、等級、階級、単価（せり売もしくは入札の方

法または相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。）、数量、単価と数量の

積の合計額、当該合計額の消費税および地方消費税に相当する金額（当該委託者の責め

に帰すべき理由により第３６条ただし書の規定による卸売代金の変更をした生鮮食料品

等については、当該変更に係る品目、等級、階級、単価、数量、単価と数量の積の合計

額および当該合計額の消費税および地方消費税に相当する金額）、控除すべき次条で規

定する委託手数料および当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金

額（消費税および地方消費税に相当する金額を含む。）ならびに差引仕切金額（以下

「売買仕切金」という。）を明記した売買仕切書を発行するものとする。 

２ 第１項の売買仕切金の送金については、原則毎月１５日および末日に締め切り、売

買仕切金を委託者ごとに集計のうえ締め切りした日の翌日に集計金額を口座振込する

ものとする。ただし、売買仕切金について委託者と別の取り決めがある場合には、そ

の決定した支払期日にその決定した支払方法により決済するものとする。 

３ 卸売業者は、買付集荷をしたときは、原則毎月１０日、２０日および末日に締め切

り、買付先からの納品書等により買付先ごとに集計のうえ締め切りした日から５日後

に集計金額（消費税および地方消費税に相当する金額を含む。）を口座振込するもの

とする。ただし、買付先と別の取り決めがある場合には、その決定した期日までにそ

の決定した支払方法により決済するものとする。 

 （委託手数料の率） 

第３３条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて委託者から収受する委託

手数料の率を定めるときは、別に定めるところにより、あらかじめ開設者に届け出なけ 

ればならない。当該委託手数料の率を変更するときも同様とする。 



２ 前項の規定により定め、または変更しようとする委託手数料の率は、別に定める品目

の区分ごとに定めなければならない。 

３ 卸売業者は、第１項の規定により届け出た委託手数料の率を卸売場または市場内の自

己の事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（出荷奨励金の交付） 

第３４条 卸売業者は、市場における取引品目の安定的供給の確保を図るために出荷者に対

して出荷奨励金を交付することができる。 

（売買代金の支払期日、支払方法その他決済の方法） 

第３５条 買受人が卸売業者から買受けた生鮮食料品等の売買代金（消費税額および地方消

費税額を含む。）の支払期日、支払方法については、原則毎月１０日、２０日および末

日（以下「締切日」という。）に締め切り、請求書を発行のうえ締切日から５日後に卸

売業者から売買代金の回収業務を委託された業者が口座引落を行うものとする。ただ

し、買受人と卸売業者との間で、別に取り決めがある場合には、買受人はその決定した

支払期日に決定した支払方法で決済するものとする。 

（卸売代金の変更の禁止） 

第３６条 卸売業者は、卸売をした生鮮食料品等の卸売代金（消費税額および地方消費税額

を含む。以下同じ。）の変更をしてはならない。ただし、別に定めるところにより、開

設者が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。 

 （完納奨励金の交付） 

第３７条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して完納報奨金

を交付することができる。 

（卸売業者による売買取引の結果等の公表） 

第３８条 卸売業者は、法施行規則第２２条の規定に定めるところにより、取扱品目に属す

る生鮮食料品等に関する事項について、開設者が別に定める時までに、インターネット

の利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

第３節 その他の遵守事項 

（業務規程の遵守義務） 

第３９条 取引参加者は、この業務規程を遵守しなければならない。 

（生鮮食料品等の品質管理の方法） 

第４０条 卸売業者および生鮮食料品等を扱う関連事業者は、食品衛生法（昭和２２年法律

第２３３号）その他食品衛生に関する法令に即して、卸売市場の業務に係る生鮮食料品

等の品質管理を行わなければならない。 

第４章 市場施設等の使用 

 （市場施設の使用の指定等） 

第４１条 卸売業者および関連事業者が使用する市場施設（別表第１に掲げる施設をいう。

以下同じ。）の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、開設者が指定する。 



２ 開設者は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために特に必要があると認め

るときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対して別に定めるところにより市 

場施設の使用を許可することができる。 

３ 開設者は、卸売業者および関連事業者が市場施設の一時使用する場合には、別に定め

るところにより市場施設の使用を許可することができる。 

 （市場施設使用の指定等の取消し） 

第４２条 開設者は、前条第１項の規定により市場施設を指定した場合において、使用条件 

に違反したときまたは締結している賃貸借契約に違反したことが判明したときは、指定

を取り消すことができる。 

２ 開設者は、前条第２項の規定により市場施設の使用を許可し、賃貸借契約を締結して

いる場合には、使用申請が偽りその他不正手段によることが判明したときもしくは使用

条件に違反したときまたは賃貸借契約に違反したことが判明したときには、許可を取り

消すことができる。 

３ 開設者は、前条第２項の規定により市場施設の使用を許可した場合であって賃貸借契

約を締結していないときおよび前条第３項の規定により市場施設の使用を許可したとき

には、使用申請が偽りその他不正手段によることが判明したときまたは使用条件に違反

したときには、許可を取り消すことができる。 

（賃貸借契約の締結等） 

第４３条 第４１条第１項の指定または同条第２項の許可を受けた者（以下「市場施設使用

者」という。）は、遅延なく開設者と市場施設の賃貸借契約を締結しなければならな

い。ただし、開設者は、一時使用その他必要がないと認めるときは、賃貸借契約を締結

しないことができる。 

２ この業務規程に定めるもののほか、市場施設の使用について必要なことは、市場施設

の賃貸借契約の定めるところによる。 

（用途変更、転貸等の禁止） 

第４４条 市場施設使用者は、当該市場施設の用途を変更し、または当該市場施設の全部も

しくは一部を転貸し、もしくは他人に使用させてはならない。ただし、開設者の承認を

受けたときは、この限りでない。 

 （原状変更の禁止） 

第４５条 市場施設使用者は、市場施設に建築、造作もしくは模様替えを加え、または市場

施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、開設者の承認を受けたときは、この限

りでない。 

２ 市場施設使用者が前項ただし書の承認を受けて、市場施設に建築、造作もしくは模様

替えを加え、または市場施設の原状に変更を加えたときは、市場施設使用者は、開設者

の指示に従い、返還の際、原状に復し、またはこれに代わる費用の弁償をするものとす

る。 



 （返還） 

第４６条 市場施設使用者の死亡、解散もしくは廃業または業務承認の取消しその他の理由 

により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人または本人は、

開設者の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければな

らない。ただし、開設者の承認を受けたときは、この限りでない。 

（使用の制限等） 

第４７条 開設者は、市場施設の修繕工事、災害の予防その他市場の管理上必要があると認 

めるときは、市場施設使用者に対し、使用の制限または停止その他の必要な措置をとる

ことができる。 

（補修弁済） 

第４８条 故意または過失により市場施設を滅失または損傷した者は、その補修をし、また

はその費用の弁済をしなければならない。 

（市場施設使用料等） 

第４９条 市場施設使用者は、指定または許可を受けた市場施設について別表第１に定める

市場施設使用料を納付しなければならない。 

２ 市場施設使用者は、指定または許可を受けた市場施設を使用しない場合であっても市

場施設使用料を納付しなければならない。 

３ 既納の市場施設使用料は、返還しない。ただし、開設者が正当な理由があると認める

ときは、この限りでない。 

４ 市場において使用する電力、ガス、上下水道等の費用（消費税額および地方消費税額

を含む。）およびこれらの設備の維持等に要する費用で開設者の指定するものは、市場

施設使用者の負担とする。 

５ 市場施設のうち構造上軽易な部分の修繕等に要する費用で開設者の指定するものは、

市場施設使用者の負担とする。 

（会議室の使用） 

第５０条 会議室を使用しようとするものは、開設者に申請し、使用の許可を受けなければ

ならない。 

２ 前項の許可を受けた者（以下「会議室使用者」という。）は、使用の許可の際に、別

表第２に定める会議室使用料を納付しなければならない。 

３ 既納の会議室使用料は、返還しない。ただし、開設者が正当な理由があると認めると

きは、この限りでない。 

（市場施設使用料等の減免） 

第５１条 開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設使用料または会議室

使用料を減免することができる。 

（１）市場施設使用者または会議室使用者の責めに帰すことができない理由により、市

場施設または会議室を使用できないとき。 



（２）市場施設使用者または会議室使用者が国または公共団体であるとき。 

（３）その他開設者が特別の理由があると認めたとき。 

第５章 監督 

 （報告および検査） 

第５２条 開設者は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるとき

は、卸売業者に対し、その業務もしくは財産に関し報告もしくは資料の提出を求め、ま 

たはその職員に卸売業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務もしく 

は財産の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

提示しなければならない。 

 （是正の求め） 

第５３条 開設者は、市場の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるとき

は、卸売業者に対し、その業務もしくは会計に関し必要な是正を求めることができる。 

（その他の措置） 

第５４条 開設者は、取引参加者がこの業務規程またはこの業務規程に基づく処分に違反し

たときは、６箇月以内の期間を定めてその業務の全部または一部について、停止の措置

をとることができる。 

２ 開設者は、取引参加者について、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用

人その他従業員が、その法人または人の業務に関し、この業務規程またはこの業務規程

に基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して６箇月以内の期間を定

めて市場への入場を停止するほか、その取引参加者に対しても第１項の規定を適用する

ことができる。 

第６章 雑則 

 （市場への出入り等に対する指示） 

第５５条 市場への出入り、市場施設の使用または生鮮食料品等その他の荷物の搬入、搬出

および場内の運搬については、開設者の指示に従わなければならない。 

２ 開設者は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入り、市場施設の使用ま

たは生鮮食料品等その他の荷物の搬入、搬出および場内の運搬を禁止することができ

る。 

 （市場秩序の保持等） 

第５６条 市場へ入場する者および市場敷地内に入ってくる者（以下「市場入場者等」とい

う。）は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害する行為をしてはならない。 

２ 開設者は、市場秩序の保持または公共の利益の保全を図るために必要があると認める

ときは、別に定めるところにより市場入場者等に対し入場の制限その他必要な措置をと

ることができる。 

 （清潔な環境の保持） 



第５７条 市場施設使用者は、市場施設を清掃し、市場の清潔な環境の保持に努めなければ 

ならない。 

２ 開設者は、市場の清潔な環境の保持を図るために必要があると認めるときは、市場施

設使用者に対し必要な措置を指示することができる。 

（市場施設の管理） 

第５８条 市場施設使用者は、善良な管理者の注意義務をもって使用の指定または許可を受

けた市場施設を管理しなければならない。 

２ 市場施設使用者は、市場施設の使用について、火災等の予防について必要な措置を講

じなければならない。 

 （許可等の制限または条件） 

第５９条 この業務規程の規定による許可、承認または指定には、制限または条件を付すこ

とができる。 

（災害時における生鮮食料品等の確保） 

第６０条 開設者は、災害の発生に際して生鮮食料品等を確保するため特に必要があると認

められるときは、彦根市と協議しながら卸売業者または関連事業者に対して生鮮食料品

等の確保について必要な指示をすることができる。 

 （委任） 

第６１条 この業務規程の施行について必要な事項は、開設者が別に定める。 

   付 則 

１ この業務規程は、平成４年３月２５日から施行する。 

２ 第４９条第１項の市場施設使用料の額は、同項の規定にかかわらず、別に定める間、

別表第１に定める額を超えない範囲内で別に定める。 

３ この業務規程に基づく許可等の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うこ

とができる。 

   付 則 

 この業務規程は、平成７年３月２５日から施行する。 

   付 則 

 この業務規程は、平成８年７月１日から施行する。 

      付 則 

  この業務規程は、平成９年１２月５日から施行する。 

      付 則 

 この業務規程は、平成１１年１２月１６日から施行する。 

      付 則 

 この業務規程は、平成１２年９月２６日から施行する。 

      付 則 

 この業務規程は、平成１４年３月２６日から施行する。 



      付 則 

 この業務規程は、平成１７年３月１５日から施行する。 

      付 則 

この業務規程は、平成１７年１１月１日から施行する。 

      付 則 

  この業務規程は、平成２１年６月１日から施行する。 

      付 則 

  この業務規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

      付 則 

  この業務規程は、平成２６年６月６日から施行する。 

     付 則 

  この業務規程は、令和元年１０月１日から施行する 

付 則 

１  この業務規程は、令和２年６月２１日から施行する。 

２ この業務規程施行の際現に卸売業者として開設者と賃貸借契約を締結し、卸売業務を

行っている者については、この業務規程による改正後の彦根総合地方卸売市場業務規程

(以下「新業務規程」という。)第６条の規定に基づき卸売業者として承認を受けたもの

とみなす。 

３ この業務規程施行の際現に買受人として承認され、卸売業者から卸売をうけている

者については、新業務規程第１６条の規定に基づき買受人の届出をしたものとみな

す。 

４ この業務規程施行の際現に関連事業者として許可され、市場内の店舗その他の施設

において関連事業を営んでいる者については、新業務規程第１９条の規定に基づき関

連事業者として承認を受けたものとみなす。 

５ 新業務規程第４１条の規定は、この業務規程の施行の日（以下「施行日」という｡） 

以降に指定または許可する市場施設の使用から適用し、同日前に指定または許可した

市場施設の使用については、なお従前の例による。 

６ 新業務規程第４３条の規定は、この業務規程の施行日以降に締結する賃貸借契約か

ら適用し、同日前に締結した賃貸借契約については、なお従前の例による。 

７ 付則第２項から前項までに定めるもののほか、施行日前にこの業務規程による改正前

の業務規程（以下「旧業務規程」という。）によってした処分、手続その他の行為

は、新業務規程中にこれに相当する規定があるときは、新業務規程の相当規程によっ

てしたものとみなす。 

８ 付則第２項から前項までに定めるもののほか施行に関し必要な事項は、施行細則で定

める。 

 



     付 則 

 この業務規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４１条および第４９条関係） 

 市場施設使用料 

    次の表に定めるところにより算定した額に、消費税および地方消費税に相当する額

を加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

     区      分      使 用 料 の 額  （月 額）  

               

 卸     売     場 

                

１平方メートルにつき４００円に当該卸売

業者の卸売月額（消費税額および地方消費

税額を除く。）の１，０００分の４を加え

た金額 

 買 荷 保 管 積 込 所 １平方メートルにつき４００円     

 青   果   倉   庫 １平方メートルにつき１，４００円   

 青  果  保  冷  庫 １平方メートルにつき２，５００円   

 水  産  冷  蔵  庫 １平方メートルにつき３，０００円   

 卸 売 業 者 等 事 務 所 １平方メートルにつき１，８００円   

関
連
事
業
者
店
舗 

 

 北   側   店  舗 １平方メートルにつき２，９００円   

南側店舗  

 
１ 階 部分 １平方メートルにつき３，０００円    

 
２ 階 部分 １平方メートルにつき１，５００円    

 食       堂 
１平方メートルにつき２，０００円   

 水  産  加  工  所 １平方メートルにつき１，７００円   

 青  果  加  工  所 １平方メートルにつき１，４００円   

 備考 １ 卸売場の使用料の算出額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

    ２ 市場施設の使用期間が１月に満たない月の使用料の額は、日割りにより算出

して得た額とする。この場合において、１月は３０日とみなして算出し、１円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５０条関係） 

 会議室使用料 

   次の表に定めるところにより算定した額に、消費税および地方消費税に相当する額

を加算した額とする。 

  

  

  

  

  

 

区       分 使  用  料  の  額 

 第  １  会  議  室 １時間につき    ３００円 

 第  ２  会  議  室 １時間につき    ３００円 

備考 １ 会議室の使用時間に１時間に満たない時間がある場合には、１時間に満た

ない時間を１時間とする。 

 

 

 

 

 


